
令和３年１１月定例会　議決結果（令和３年12月21日議決分）
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【議案】 議案に対する賛否

知
事
提
案

9月定例会
第14号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 認定 起立

9月定例会
第15号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34
可決
及び
認定

起立

9月定例会
第16号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 認定 起立

第21号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 認定 起立

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 決定 起立

第1号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 可決 起立

第2号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第3号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第4号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第5号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 可決 起立

第6号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第7号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第8号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

令和２年度鳥取県天神川流域下水道事業会計決算の認定について

令和２年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分及び令和２
年度鳥取県営企業決算の認定について

令和２年度鳥取県営病院事業決算の認定について

決算認定に係る指摘事項[９月定例会第14号、第15号及び第16号並びに
11月定例会第21号]

令和３年度鳥取県国民健康保険運営事業特別会計補正予算（第１号）

令和３年度鳥取県天神川流域下水道事業会計補正予算（第１号）

令和３年度鳥取県営電気事業会計補正予算（第２号）

令和３年度鳥取県営工業用水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度鳥取県営埋立事業会計補正予算（第１号）

令和３年度鳥取県営病院事業会計補正予算（第３号）

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関
する条例の一部を改正する条例

表決
方法

表
決
者
数

自由民主党 会派民主 公明党 無所属

議決
結果

議案等
番　 号

件　　　　　　名

賛
成
者
数

反
対
者
数

令和３年度鳥取県一般会計補正予算（第８号）

令和２年度決算の認定について
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表決
方法

表
決
者
数

自由民主党 会派民主 公明党 無所属

議決
結果

議案等
番　 号

件　　　　　　名

賛
成
者
数

反
対
者
数

知
事
提
案

第9号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第10号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第11号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第12号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第13号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 可決 起立

第14号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第15号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第16号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第17号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第18号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第19号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 可決 起立

第20号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第22号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第24号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 可決 起立

鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例

工事請負契約（国道３１３号（倉吉関金道路）橋梁上部工事（石塚高架橋
（Ａ１～Ｐ５））（補助改良））の締結について

財産を無償で譲渡すること（田園町下水道用地）について

不当利得の返還に係る和解について

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例

令和３年度鳥取県一般会計補正予算（第９号）

鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例の一部を改正する条
例

鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する
条例の一部を改正する条例

鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

不当利得の返還に係る和解について

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県営東山水泳場）について

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立大山自然歴史館）について

鳥取砂丘の観光振興、活性化及び保全における鳥取県と鳥取市との連携
協約の締結に関する協議について

当せん金付証票の発売について
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表
決
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自由民主党 会派民主 公明党 無所属
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議案等
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成
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第25号　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 同意 起立

【請願・陳情】 委員長報告 委員長報告に対する賛否

陳
情

3年-26

選挙における略称の表記に係る意見書の提出について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 不採択 起立

3年-27

比例代表を中心とする選挙制度の確立を求める意見書の提出
について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 不採択 起立

3年-28

「県民の声」のウェブサイトへの公開と開かれた行政の推進に
ついて

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 33 1 34 不採択 起立

3年-29

保育所等の最低基準と保育士の処遇の抜本的な改善を求め
る意見書の提出について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 25 9 34 不採択 起立

3年-30

島根原発再稼働における市民参加型の原発行政を実行するた
めの会議の開催について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ × × 23 11 34 不採択 起立

※議案等の詳細については、鳥取県議会ホームページ（県議会の動き／定例会・臨時会の概要）をご覧ください。

【凡例】

賛 否 欄

議 決
結 果 欄

「○」賛成　　「×」反対　　「議」議長　　「副」副議長が議長の職務を代理　　「除」除斥　　「欠」欠席　　「－」議場に不在であり、表決しなかった議員

議案は、「可決」「修正議決」「同意」「承認」「認定」「否決」「継続審査」「撤回承認」等の区分により記載しています。
請願・陳情は、「採択」「趣旨採択」「一部採択」「一部趣旨採択」「研究留保」「不採択」「審議未了」の区分により記載しています。
　※「趣旨採択」とは、願意が妥当であって、実現の可能性がある程度認められるが、願意どおりに認められないものをいいます。

鳥取県教育委員会委員の任命について

鳥取県議会から国に対し、候補者や政党名がきちんと分

別され、有権者の意思がきちんと反映される選挙制度の

構築を求める意見書を提出すること。

鳥取県議会から国に対し、比例代表を中心とする選挙制

度の確立を求める意見書を提出すること。

鳥取県議会から鳥取県当局に対し、「県民の声」の積極

的なウェブサイトへの掲載を求めること。

鳥取県議会から国に対し、保育所等の最低基準（職員配

置・面積基準）と保育士の処遇の抜本的な改善を求める

意見書を提出すること。

島根原子力発電所２号機の再稼働における住民の不安

や懸念を払拭するために、鳥取県民であれば誰でも参加

することができる住民参加型の会議を、鳥取県の住民と

鳥取県当局と中国電力株式会社の三者で開催すること。


